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『
和
泉
式
部
集
』
一
〇
七
番
歌
詞
書
「
蔵
人
の
少
将
」
を
め
ぐ
っ
て

一

一

　は
じ
め
に

　
『
和
泉
式
部
集
』
一
〇
七
番
歌
か
ら
一
一
一
番
歌
は
、
あ
る
年
の
稲
荷
祭

と
賀
茂
祭
見
物
で
の
出
来
事
を
記
し
て
い
る
。
一
〇
七
番
歌
詞
書
に
「
公
信

の
少
将
」（
藤
原
公
信
）、「
蔵
人
の
少
将
」、一
一
〇
番
歌
詞
書
に「
た
づ
君
」（
藤

原
頼
通
の
幼
名
）、一
一
一
番
歌
詞
書
に「
雅
通
の
少
将
」（
源
雅
通
）と
あ
り
、

頼
通
が
幼
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
、
公
信
と
雅
通
が
少
将
で
あ
る
こ
と
に

よ
り
、
お
お
よ
そ
の
詠
歌
年
代
が
判
明
す
る
。
一
〇
七
番
歌
詞
書
「
蔵
人
の

少
将
」に
つ
い
て
は
、公
信
の
任
少
将
以
降
頼
通
元
服
以
前
の「
蔵
人
の
少
将
」

は
公
信
一
人
で
あ
る
と
し
て
、
直
前
の
「
公
信
の
少
将
」
の
注
記
と
見
る
の

が
通
説
と
な
っ
て
い
る
が
、
別
の
解
釈
、
す
な
わ
ち
本
文
に
忠
実
に
「
公
信

の
少
将
」「
蔵
人
の
少
将
」
の
二
人
と
す
る
解
釈
も
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
以
下
、
こ
の
歌
群
を
読
み
と
き
な
が
ら
、「
蔵
人
の
少
将
」
の
再
検
証

を
試
み
た
い
。

『
和
泉
式
部
集
』
一
〇
七
番
歌
詞
書
「
蔵
人
の
少
将
」
を
め
ぐ
っ
て

青

　木

　賜
鶴
子

二

　一
〇
七
〜
一
〇
九
番
歌

　
ま
ず
、
一
〇
七
番
歌
か
ら
一
〇
九
番
歌
を
掲
出
す
る（1
）。

い
な
り
ま
つ
り
み
し
に
、
か
た
は
ら
な
る
、
く
る
し
き
さ
ま
の
ち

ま
き
な
ど
と
り
い
れ
て
、「
ま
ろ
が
く
る
ま
に
と
り
い
れ
し
」
と

き
む
の
ぶ
の
少
将
、
く
ら
人
の
少
将
い
ひ
け
る
と
聞
し
を
、
一
日

ま
つ
り
み
る
と
て
車
の
ま
へ
を
す
ぐ
る
程
に
、
ゆ
ふ
か
け
て
と
り

い
れ
さ
せ
し

い
な
り
に
も
い
は
るひ

と
聞
し
な
き
事
を
け
ふ
は
た
ゞ
す
の
か
み
に
ま
か

す
る
（
一
〇
七
）

　
　
か
へ
し

な
に
ご
と
ゝ
し
ら
ぬ
人
に
は
ゆ
ふ
だ
す
き
な
に
か
た
ゞ
す
の
神
に
か
く

ら
ん
（
一
〇
八
）

と
い
ひ
た
れ
ば
、
み
て
ぐ
ら
の
や
う
に
か
み
を
し
て
、
か
き
て
や



二

る

神
か
け
て
き
み
は
あ
ら
が
ふ
た
れ
か
さ
は
よ
るり

べ
に
た
ま
る
水
と
い
ひ

け
る
（
一
〇
九
）

　
一
〇
七
番
歌
詞
書
「
か
た
は
ら
な
る
、
く
る
し
き
さ
ま
の
ち
ま
き
な
ど
と

り
い
れ
て
」
は
、
い
ま
試
み
に
読
点
を
付
し
て
み
た
。「
く
る
し
き
さ
ま
の
」

が
わ
か
り
に
く
い
が
、「
苦
し
き
さ
ま
に
粽
な
ど
取
り
入
れ
て
」
で
あ
れ
ば
、

傍
ら
の
車
が
見
苦
し
い
こ
と
に
粽
を
取
り
入
れ
て
、
と
解
せ
よ
う
か
。
村
田

春
海
本
・
岸
本
由
豆
流
本（2
）に

は
「
か
た
は
ら
な
る
く
る
ま
の
、
ち
ま
き
な

ど
ゝ
り
い
れ
て
く
る
し
き
を
」
と
あ
り
、
意
味
は
通
り
や
す
い
。

　
稲
荷
祭
は
四
月
上
卯
の
日
と
さ
れ
る
。「
ち
ま
き
」
は
五
一
二
番
歌
詞
書

に
も
「
五
月
五
日
、
ち
ま
き
を
人
の
も
と
に
や
る
と
て
」
と
あ
り
、
普
通
は

端
午
の
節
句
に
ち
な
む
も
の
だ
が
、
五
月
五
日
に
限
ら
ず
食
さ
れ
て
い
た
の

だ
ろ
う
。
粽
を
取
り
込
む
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
和
泉
式
部
集
全
釈（3
）』（

以
下

『
全
釈
』）
が
、

こ
の
時
分
の
貴
族
、
こ
と
に
女
性
の
た
し
な
み
と
し
て
、
人
前
で
飲
食

す
る
の
を
恥
ぢ
る
気
風
が
強
か
っ
た
。（
中
略
）
そ
れ
が
、
祭
見
物
の

人
中
で
、
綜
を
車
の
中
に
運
ば
せ
た
と
い
ふ
の
だ
か
ら
、
人
目
も
ひ
い

た
し
、和
泉
は
、と
な
り
で
見
て
み
る
だ
け
で
も
何
だ
か
き
ま
り
悪
か
っ

た
の
で
「
苦
し
き
を
」
と
言
っ
た
も
の
。

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
空
腹
を
他
人
に
悟
ら
れ
る
こ
と
を
嫌
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
衆
目
の
中
で
女
車
に
食
物
を
取
り
込
ん
だ
ら
、
さ
ぞ
目
立
っ
た
こ
と

だ
ろ
う
。
そ
れ
を
、「
き
む
の
ぶ
の
少
将
、
く
ら
人
の
少
将
」
に
、
自
分
だ

と
噂
を
立
て
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
「
き
む
の
ぶ
の
少
将
」
は
藤
原
公
信
（
九
七
七
〜
一
〇
二
六
）
で
、
太
政

大
臣
為
光
の
六
男
、
母
は
太
政
大
臣
伊
尹
の
二
女
で
あ
る
。『
枕
草
子
』「
五

月
の
御
精
進
の
ほ
ど
」
の
段
に
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
聞
き
に
外
出
し
た
清

少
納
言
た
ち
一
行
に
呼
び
出
さ
れ
、
卯
の
花
で
飾
っ
た
牛
車
を
、
袴
の
帯
を

結
い
な
が
ら
走
っ
て
追
い
か
け
た
話
は
有
名
で
あ
る
。長
徳
四
年（
九
九
八
）、

公
信
二
十
二
歳
の
頃
で
、「
侍
従
殿
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
公
信
は
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
て
以
降
、讃
岐
介
、

侍
従
、
右
兵
衛
佐
な
ど
を
経
て
、
長
保
元
年
（
九
九
九
）
正
月
従
五
位
上
、

閏
三
月
少
納
言
、
九
月
右
少
将
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
長
保
四
年
二
月
に
は
五
位

蔵
人
、翌
五
年
正
月
従
四
位
下
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
（
以
上
『
公
卿
補
任
』）。

寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）
二
月
五
日
に
「
中
将
公
信
」、
十
二
月
十
六
日
に

「
右
近
中
将
公
信
」（
以
上
『
御
堂
関
白
記
』）
と
見
え
る
の
で
、
長
保
元
年

（
九
九
九
）
九
月
以
降
、
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）
二
月
以
前
が
、「
公
信
の

少
将
」
の
時
期
と
い
う
こ
と
に
な
る（4
）。

　
「
く
ら
人
の
少
将
」
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
「
ま
つ
り
」
は
、
四
月
中
酉
の
日
に
行
な
わ
れ
た
賀
茂
祭
で
、
稲
荷
祭
か

ら
さ
ほ
ど
経
過
し
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
。
無
実
の
噂
を
立
て
ら
れ
て
心
中
穏



『
和
泉
式
部
集
』
一
〇
七
番
歌
詞
書
「
蔵
人
の
少
将
」
を
め
ぐ
っ
て

三

や
か
で
な
い
中
、
ち
ょ
う
ど
車
の
前
を
通
り
過
ぎ
た
の
で
、「
稲
荷
祭
で
も
、

あ
り
も
し
な
い
こ
と
を
言
わ
れ
た
と
聞
き
ま
し
た
が
、
今
日
こ
そ
は
、
糺
の

神
に
偽
り
を
糺
し
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
」（
一
〇
七
）
と
詠
み
か
け
た
の

で
あ
る
。「
と
り
い
れ
さ
せ
し
」
と
あ
る
の
で
、
相
手
も
車
に
乗
っ
て
い
た

こ
と
に
な
る
。

　
「
木ゆ

綿ふ

」
は
、
祭
や
祈
願
の
時
、
榊
に
掛
け
て
神
前
に
捧
げ
た
。「
み
ご

も
り
の
か
み
な
づ
き
ぞ
と
お
も
は
ず
は
ゆ
ふ
か
け
つ
べ
き
心
地
こ
そ
す
れ
」

（
続
六
三
六
）
と
、（
片
恋
を
諸
恋
に
す
る
）
み
ご
も
り
の
神
の
月
と
思
わ
な

け
れ
ば（5
）、

木
綿
を
か
け
て
し
ま
い
そ
う
だ
と
詠
ん
で
い
る
よ
う
に
、「
木
綿

か
く
」
は
、
木
綿
を
掛
け
て
祈
願
す
る
の
が
本
意
で
あ
る
。
こ
こ
は
祭
に
ち

な
ん
で
歌
に
木
綿
を
添
え
た
の
だ
ろ
う
が
、
神
か
け
て
釈
明
を
求
め
る
、
や

や
大
げ
さ
な
小
道
具
と
も
い
え
る
。

　
そ
し
て
、「
何
の
こ
と
か
知
ら
な
い
無
実
の
私
に
、
ど
う
し
て
糺
の
神
ま

で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
か
」（
一
〇
八
）
と
と
ぼ
け
る
相
手
に
対
し
て
、

今
度
は
紙
を
幣
帛
の
よ
う
な
形
に
し
て
、「
神
様
に
か
け
て
反
論
す
る
の
で

す
ね
。
で
は
い
っ
た
い
誰
が
見
た
と
言
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
」（
一
〇
九
）

と
や
り
こ
め
る
。「
幣
帛
」
も
や
は
り
神
事
で
用
い
る
も
の
だ
か
ら
、
わ
ざ

と
大
仰
に
し
て
そ
の
趣
向
を
も
楽
し
ん
で
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

二

　一
一
〇
・
一
一
一
番
歌

　
続
く
二
首
は
、
祭
の
か
へ
さ
（
斉
院
へ
の
帰
還
）
の
見
物
の
際
に
、「
た

づ
ぎ
み
」
の
車
を
止
め
る
の
に
こ
ち
ら
の
車
の
「
ど
う
（
轂こ

し
き）」

を
貸
し
て
、

轅
な
が
え

を
か
け
さ
せ
た
時
の
贈
答
で
あ
る
。

か
へつ

さ
にこ

、
と
の
の
た
づへ

ぎ
み（6
）の

、
ど
う
を
か
り
て
な
が
えら

を
か

け
た
ま
へ
り
し
、「
こ
と
人
に
は
さ
ら
に
と
ら
せ
ね
ど
も
」
と
て
、

い
ひ
や
り
し

こ
と
人
は
ゆ
る
さ
ざ
ら
ま
し
ゆ
ふ
だ
す
き
か
く
る
車
の
な
が
えへ

な
り
と

も
（
一
一
〇
）

ま
さき

み
ち
の
少
将
な
ど
の
り
給
へ
り
し
、
そ
れ
や
よ
み
け
む

夕
だ
す
き
か
く
る
車
の
な
が
えへ

こ
そ
け
ふ
の
あ
ふ
ひ
の
し
る
し
と
は
み

れ
（
一
一
一
）

　
「
た
づ
ぎ
み
」
は
道
長
の
息
男
頼
通
で
、
幼
名
で
呼
ん
で
い
る
か
ら
に

は
、
頼
通
が
生
ま
れ
た
正
暦
三
年
（
九
九
二
）
以
降
、
頼
通
元
服
の
長
保
五

年
（
一
〇
〇
三
）
二
月
二
十
日
以
前
、
つ
ま
り
長
保
四
年
四
月
ま
で
の
祭
と

推
定
で
き
る
。

　
「
殿
」
は
時
の
為
政
者
道
長
を
呼
ん
だ
も
の
だ
ろ
う
。
和
泉
式
部

集
に
お
い
て
道
長
を
指
す
場
合
、「
大
と
の
」（
二
二
五
）、「
入
道
殿
」

（
四
六
三
、六
一
四
、
続
三
三
）
が
あ
る
が
、
和
泉
式
部
が
彰
子
に
出
仕
す
る



四

の
は
少
し
後
の
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
頃
か
と
さ
れ
、
出
仕
前
で
あ
り
頼

通
元
服
前
の
時
期
で
あ
れ
ば
「
殿
」
で
不
都
合
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
「
ま
さ
み
ち
の
少
将
」
は
、
源
雅
通
（
生
年
未
詳
〜
一
〇
一
七
）
で
、
権

左
少
弁
時
通
男
、
の
ち
祖
父
の
左
大
臣
雅
信
の
養
子
と
な
っ
た
。
長
徳
四
年

（
九
九
八
）
右
近
衛
将
監
、
長
保
元
年
（
九
九
九
）
九
月
十
三
日
「
左
兵
衛

佐
雅
通
」（『
小
右
記
』）
と
見
え
、
長
保
三
年
四
月
二
十
日
、
賀
茂
祭
の
右

近
衛
府
使
を
つ
と
め
た
『
権
記
』
の
記
事
「
右
近
少
将
源
朝
臣
雅
通
」
が
、

最
も
早
い
少
将
の
記
録
の
よ
う
で
あ
る
。
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
十
一
月

十
六
日
に
も
「
木
工
頭
右
少
将
雅
通
」（『
権
記
』）
と
見
え
、
翌
長
和
元
年

（
一
〇
一
二
）
五
月
六
日
に
は
「
権
中
将
雅
通
」（『
小
右
記
』）
と
見
え
る
の

で
、長
保
元
年
九
月
よ
り
は
後
で
長
保
三
年
四
月
ま
で
に
少
将
に
任
ぜ
ら
れ
、

寛
弘
八
年
末
頃
ま
で
任
に
つ
い
て
い
た
ら
し
い
。

　
雅
通
と
の
贈
答
は
、
ほ
か
に
も
、

ま
さ
み
ち
の
少
将
、
あ
り
明
の
月
を
み
て
お
ぼ
し
い
づ
る
な
る
べ

し

ね
ざ
め
し
て
ひ
と
り
有
明
の
月
み
れ
ば
む
か
し
み
な
れ
し
人
ぞ
恋
し
き

（
二
五
四
）

か
へ
し

ね
ら
れ
ね
ど
八
重
む
ぐ
ら
せ
る
ま
き
の
と
に
おを

し
あ
け
が
た
の
月
を
だ

に
み
ず
（
二
五
五
）

が
あ
っ
て
二
人
の
交
渉
が
う
か
が
え
、『
和
泉
式
部
日
記
』
で
恋
人
の
一
人

と
噂
さ
れ
る
「
源
少
将
」
も
雅
通
の
こ
と
か
と
さ
れ
て
い
る
。

　
一
一
〇
番
歌
、轅
を
貸
し
な
が
ら「
ほ
か
の
人
な
ら
許
さ
な
か
っ
た
で
し
ょ

う
、
た
と
え
木
綿
襷
を
か
け
た
神
聖
な
車
の
轅
だ
っ
た
と
し
て
も
」
と
詠
み

や
っ
た
の
に
対
し
て
、「
木
綿
襷
を
か
け
た
神
聖
な
車
の
轅
で
あ
る
か
ら
こ

そ
、
今
日
の
葵
（
逢
ふ
日
）
の
し
る
し
と
思
い
ま
す
」（
一
一
一
）
と
恋
歌

の
よ
う
に
返
し
て
き
た
、
こ
れ
は
同
乗
し
て
い
た
雅
通
の
少
将
が
詠
ん
だ
の

か
し
ら
ね
と
推
測
の
体
を
と
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
二
人
の
関
係
を

前
提
に
し
て
、
わ
ざ
と
ぼ
か
し
て
い
る
の
だ
ろ
う（7
）。

三

　「
蔵
人
の
少
将
」

　
一
〇
七
番
歌
詞
書
「
く
ら
人
の
少
将
」
に
つ
い
て
、『
全
釈
』
は
、

公
信
の
少
将
へ
の
注
記
と
見
る
。
と
言
ふ
の
は
、
Ｎ
110
の
歌
か
ら
Ｎ
108

―
Ｎ
111
の
歌
が
、
藤
原
頼
通
元
服
（
長
保
五
年
二
月
）
前
と
推
定
さ
れ

る
の
だ
が
、
長
保
元
年
四
月
―
四
年
四
月
間
に
お
い
て
、
蔵
人
の
少
将

と
呼
ば
れ
得
る
の
は
、
公
信
の
み
だ
か
ら
で
あ
る
（『
職
事
補
任
』）。

と
、「
公
信
の
少
将
」
の
注
記
が
本
文
化
し
た
と
見
て
お
り
、
現
在
で
は
こ

れ
が
通
説
と
な
っ
て
い
る（8
）。

し
か
し
、
公
信
の
任
少
将
を
条
件
と
す
る
な
ら

長
保
元
年
九
月
以
降
で
、
今
一
度
検
証
が
必
要
で
あ
る
。

　
ま
た
、
名
を
注
記
す
る
場
合
、
た
と
え
ば
「
蔵
人
の
少
将
公
信
」
の
よ
う
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』
一
〇
七
番
歌
詞
書
「
蔵
人
の
少
将
」
を
め
ぐ
っ
て

五

に
書
く
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
、「
公
信
の
少
将
」
と
名
前
が
明
示

さ
れ
て
い
る
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
「
蔵
人
の
少
将
」
と
注
記
す
る
の
は
不
審
で

あ
る
。
さ
ら
に
、公
信
が「
蔵
人
の
少
将
」で
あ
っ
た
の
は
一
年
ほ
ど
で
あ
り
、

後
掲
の
よ
う
に
そ
の
前
に
も
後
に
も
別
の
「
蔵
人
の
少
将
」
が
い
た
。
し
た

が
っ
て
「
蔵
人
の
少
将
」
は
公
信
の
代
名
詞
と
な
る
ほ
ど
の
呼
称
で
も
な
い
。

そ
こ
で
、
本
文
通
り
「
公
信
の
少
将
」「
蔵
人
の
少
将
」
の
二
人
と
見
る
解

釈
の
可
能
性
を
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
公
信
が
少
将
で
あ
っ
た
時
期
の
「
蔵
人
の
少
将
」
が
本
当
に
公
信

の
み
で
あ
る
か
、
確
認
し
て
お
く
。

　
『
職
事
補
任
』
等
に
よ
り
、「
蔵
人
の
少
将
」
す
な
わ
ち
五
位
蔵
人
で
少

将
を
兼
任
し
た
人
物
を
一
覧
に
す
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
念
の
た
め
前

後
の
期
間
も
掲
げ
て
い
る
。

源
　
明
理

　
永
祚
二
990
年
９
月
１
日
〜
正
暦
六
995
年
正
月
７
日

藤
原
登
朝

　
正
暦
三
992
年
８
月
28
日
〜
正
暦
五
994
年
10
月

藤
原
重
家

　
長
保
元
999
年
正
月
10
日
〜
長
保
二
1000
年
正
月
７
日

藤
原
公
信
　
長
保
四
1002
年
２
月
30
日
〜
長
保
五
1003
年
正
月
７
日

藤
原
経
通
　
長
保
五
1003
年
正
月
８
日
〜
寛
弘
四
1007
年
正
月
７
日

源
　
雅
通
　
寛
弘
二
1005
年
正
月
10
日（9
）〜

寛
弘
三
1006
年
３
月
４
日

藤
原
道
雅
　
寛
弘
五
1008
年
２
月
５
日
〜
寛
弘
六
1009
年
２
月
７
日

　
こ
の
う
ち
、「
公
信
の
少
将
」
の
時
期
（
長
保
元
年
九
月
〜
寛
弘
元
年
二

月
）
と
重
な
る
「
蔵
人
の
少
将
」
は
、藤
原
重
家
、公
信
、経
通
で
あ
る
。
ま

た
、
一
一
〇
番
歌
詞
書
に
よ
り
、「
た
づ
君
」
の
時
期
の
祭
（
正
暦
三
年
〜

長
保
四
年
四
月
）
で
あ
れ
ば
、「
蔵
人
の
少
将
」
は
、
源
明
理
、
藤
原
登
朝
、

重
家
、
公
信
の
四
人
で
、
藤
原
重
家
も
条
件
に
適
う
の
で
あ
る
。

　
藤
原
重
家
（
九
七
七
〜
没
年
未
詳
）
は
、
左
大
臣
顕
光
の
男
、
母
は
村
上

天
皇
皇
女
盛
子
内
親
王
で
、
後
に
は
「
光
少
将
」
と
も
称
さ
れ
た
（『
今
鏡
』

等
）。
右
に
あ
げ
た
よ
う
に
長
保
元
年
一
月
十
日
左
近
少
将
正
五
位
下
で
五

位
蔵
人
に
補
さ
れ
、「
蔵
人
少
将
重
家
」
の
呼
称
も
確
認
で
き
る
（『
小
右
記
』

長
保
元
年
十
月
十
八
日
、
十
一
月
八
日
）。
と
こ
ろ
が
長
保
三
年
二
月
四
日
、

藤
原
道
長
の
養
子
と
な
っ
た
右
近
衛
権
中
将
源
成
信
と
と
も
に
、
三
井
寺
で

突
然
出
家
し
て
世
間
に
衝
撃
を
与
え
た
。
時
に
重
家
二
十
五
歳
。
こ
の
時
の

公
任
の
歌
が
拾
遺
集
・
哀
傷
・
一
三
三
五
に
載
り
、
行
成
の
『
権
記
』
に
も

詳
し
く
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
公
信
以
外
の
「
蔵
人
の
少
将｣

を
考
え
る
場
合
は
、
藤

原
重
家
が
有
力
候
補
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
茶
目
っ
気
の
あ
る
公

信
と
、
美
男
と
し
て
名
高
い
同
い
年
の
重
家
の
二
人
が
、
和
泉
式
部
の
噂
を

流
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
た
だ
『
公
卿
補
任
』
に
よ
れ
ば
公
信
の
任
右
少
将
は
長
保
元
年
九
月
で
あ

る
か
ら
、
重
家
が
「
蔵
人
の
少
将
」
で
あ
っ
た
長
保
元
年
四
月
の
祭
の
時
点

で
は
少
将
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
「
蔵
人
の
少
将
」
注
記
説
が
覆
さ
れ
な
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か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
見
方
を
変
え
て
、
件
の
詞
書
は
公
信
が
少
将
に

な
っ
た
後
に
書
か
れ
た
と
考
え
て
み
て
は
ど
う
か
。
た
と
え
ば
長
保
元
年
十

月
で
あ
れ
ば
、
公
信
と
重
家
の
二
人
は
ま
さ
し
く
「
公
信
の
少
将
、
蔵
人
の

少
将
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
一
一
一
番
歌
詞
書
の
「
雅
通
の
少
将
」
に
つ
い
て
も
、
長
保
元
年
四
月
の

時
点
で
は
ま
だ
少
将
で
は
な
い
が
、
こ
こ
は
推
測
で
書
い
た
部
分
で
も
あ

り
、
雅
通
が
少
将
に
な
っ
た
後
に
書
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
な
お
、
一
〇
七
〜
一
〇
九
番
歌
は
続
集
と
重
出
す
る
が
、
詞
書
が
異
な
り
、

一
〇
八
番
歌
に
相
当
す
る
歌
が
な
い
。

稲
荷
祭
み
る
女
車
の
あ
り
け
る
を
、「
そ
の
人
な
め
り
」
と
或
君

達
の
い
ひ
け
る
を
き
ゝ
て
、
祭
み
る
車
の
前
よ
り
、
お
と
こ
の
す

ぐ
る
ほ
ど
に
、
ゆ
ふ
に
つ
け
て
さ
し
つ（

マ
マ
）れ

い
な
り
に
も
い
は
る
と
き
ゝ
し
な
き
事
を
今
日
ぞ
た
ゞ
す
の
か
み
に
ま

か
す
る
（
続
三
七
三
）

返
し
に
、
い
み
じ
う
あ
ら
が
ひ
た
れ
ば

か
み
か
け
て
き
み
は
あ
ら
が
ふ
誰
か
さ
は
よ
る
べ
に
た
ま
る
み
づ
に
い

ひ
け
ん
（
続
三
七
四
）

　
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に（10
）、

固
有
名
詞
や
官
職
な
ど
を
明
瞭
に

示
し
事
実
性
を
志
向
す
る
一
〇
七
〜
一
〇
九
番
歌
に
対
し
て
、
こ
ち
ら
は
朧

化
し
た
表
現
が
と
ら
れ
、
相
手
の
歌
は
採
ら
な
い
方
針
が
見
て
と
れ
る
。
詞

書
末
尾
の
「
さ
し
つ
れ
」
な
ど
本
文
に
乱
れ
が
あ
る
よ
う
で
わ
か
り
に
く
い

が
、
正
集
に
よ
っ
て
補
完
す
れ
ば
、
稲
荷
祭
見
物
の
女
車
（
で
粽
を
取
り
込

ん
だ
車
）
が
あ
っ
た
が
、「
或
君
達
」
が
自
分
だ
と
言
っ
て
い
る
の
を
聞
い

た
、
賀
茂
祭
見
物
の
時
に
車
の
前
を
そ
の
男
が
通
っ
た
の
で
、
木
綿
に
つ
け

て
贈
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
続
集
単
独
で
読
む
な
ら
ば
、「
そ
の
人
な
め
り
」
は
、
た
と
え
ば

誰
か
男
性
と
同
車
し
て
い
た
の
を
見
咎
め
ら
れ
た
と
い
う
ふ
う
に
も
解
釈
で

き
る
。「
或
君
達
」「
お
と
こ
」
と
あ
り
、
続
集
で
は
相
手
は
一
人
と
も
解
せ

る
が
、
正
集
と
は
違
う
詠
歌
事
情
を
伝
え
て
い
る
、
あ
る
い
は
原
資
料
が
異

な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
続
集
の
詞
書
を
も
っ
て
正
集
の
ほ
う
も
公
信
一
人

と
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

四

　お
わ
り
に

　
『
和
泉
式
部
集
』
は
、
清
水
文
雄
氏
の
提
唱
に
よ
る
、
正
続
あ
わ
せ
て
Ａ

か
ら
Ｊ
の
十
の
歌
群
に
分
け
て
考
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
（
11
）。

い
ま
問
題
に

し
て
い
る
一
〇
七
番
歌
か
ら
一
一
一
番
歌
は
Ｂ
歌
群
に
属
し
、
百
首
歌
（
Ａ

歌
群
）に
続
く
、物
語
的
冒
頭
文「
い
づ
れ
の
宮
に
か
お
は
し
け
む
…
」（
九
八

詞
書
）
を
持
つ
こ
と
で
も
注
目
さ
れ
て
き
た
。

　
Ｂ
歌
群
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
他
資
料
や
後
人
に
よ
る
も
の
が
あ
る
一

方
で
、
和
泉
式
部
自
身
の
歌
反
故
の
存
在
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
と
さ



『
和
泉
式
部
集
』
一
〇
七
番
歌
詞
書
「
蔵
人
の
少
将
」
を
め
ぐ
っ
て

七

れ
、「
宮
（
敦
道
親
王
）」、「
左
衛
門
の
督
（
公
任
）」「
公
信
の
少
将
」「
雅

通
の
少
将
」
等
の
人
名
表
記
は
、
事
実
性
を
志
向
す
る
も
の
で
、
殊
に
、
宮
、

公
任
等
と
の
交
渉
そ
の
も
の
を
復
元
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
強
く（12
）、「

式
部

の
青
春
の
社
交
場
裡
の
記
念
碑
」
（
13
）と

も
言
わ
れ
て
き
た
が
、
加
え
て
、
貴
顕

と
の
交
渉
を
喧
伝
し
よ
う
と
す
る
意
識
も
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。

　
家
集
の
冒
頭
部
に
は
、
貴
顕
と
の
や
り
と
り
が
置
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。

た
と
え
ば
『
元
輔
集
』
は
村
上
天
皇
代
の
紅
葉
合
と
い
う
ハ
レ
の
場
で
詠
ん

だ
歌
か
ら
始
ま
り
、
梨
壺
で
の
女
官
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
続
く
。『
兼
盛
集
』

は
円
融
院
子
日
紫
野
行
幸
に
際
し
て
兼
盛
が
奉
っ
た
和
歌
序
と
献
歌
か
ら
始

ま
る
。『
重
之
集
』
は
名
筆
家
藤
原
佐
理
の
手
本
染
筆
の
た
め
に
詠
ん
だ
歌

群
か
ら
始
ま
る
。
い
ず
れ
も
貴
顕
と
の
か
か
わ
り
や
、
晴
れ
が
ま
し
い
場
で

の
詠
歌
を
家
集
冒
頭
部
に
置
い
て
い
る
。

　
左
衛
門
督
藤
原
公
任
を
は
じ
め
と
す
る
当
代
の
貴
公
子
の
名
を
連
ね
る
Ｂ

歌
群
冒
頭
部
の
場
合
も
、
蔵
人
少
将
の
名
を
、
公
信
少
将
の
名
と
と
も
に
記

そ
う
と
す
る
意
識
が
働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
重
家
で
あ
れ

ば
、
和
泉
式
部
を
前
に
ち
ょ
っ
と
か
ら
か
っ
て
は
し
ゃ
い
で
い
る
公
信
と
重

家
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、公
信
少
将
と
蔵
人
少
将
重
家
の
二
人
で
あ
る
な
ら
、

重
家
が
蔵
人
で
あ
っ
た
長
保
元
年
の
祭
の
と
き
に
は
公
信
は
少
将
で
は
な

く
、
そ
の
意
味
で
は
歴
史
的
事
実
と
は
齟
齬
が
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て

公
信
の
注
記
と
決
め
て
か
か
る
必
要
は
な
い
。
和
泉
式
部
自
身
が
少
し
後
に

な
っ
て
書
い
た
と
す
れ
ば
む
し
ろ
自
然
で
、
逆
に
ご
く
わ
ず
か
の
期
間
し
か

存
在
し
な
い
「
蔵
人
の
少
将
」
と
い
う
呼
称
が
使
え
る
の
は
本
人
で
し
か
な

い
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。
和
泉
式
部
集
本
文
に
忠
実
に
読
む
な
ら
ば
、
二

人
と
読
む
べ
き
で
あ
り
、
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
以
上
、『
和
泉
式
部
集
』
一
〇
七
番
歌
詞
書
の
「
蔵
人
の
少
将
」
は
「
公

信
の
少
将
」
の
注
記
で
あ
っ
た
と
見
る
通
説
の
ま
ま
で
は
す
わ
り
が
悪
い
の

で
、
後
に
思
い
出
し
て
書
い
た
と
い
う
視
点
を
導
入
す
れ
ば
、
本
文
の
現
状

の
ま
ま
に
「
公
信
の
少
将
」「
蔵
人
の
少
将
」
の
二
人
と
理
解
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
試
解
を
提
示
し
て
み
た
。

注（
１
） 

和
泉
式
部
集
の
引
用
は
『
榊
原
本
私
家
集

（一）
』（
日
本
古
典
文
学
影
印
叢
刊

９
、
貴
重
本
刊
行
会
、
一
九
七
八
年
）
に
よ
り
、
適
宜
濁
点
・
句
読
点
・

鍵
括
弧
等
を
付
し
た
。
な
お
最
小
限
の
校
訂
を
施
し
た
が
、
そ
の
場
合
は

底
本
の
本
文
を
右
傍
に
示
し
た
。

（
２
） 

引
用
は
天
理
図
書
館
蔵
村
田
春
海
本
の
紙
焼
写
真
に
よ
り
、
濁
点
・
句
読

点
を
付
し
て
示
し
た
。
岸
本
由
豆
流
本
は
『
岸
本
由
豆
流
版
下
本 

和
泉
式

部
家
集
考
証
』（
新
典
社
、
一
九
七
七
年
）
に
よ
る
。

（
３
） 
小
松
登
美
氏
・
村
上
治
氏
・
佐
伯
梅
友
氏
編
著
『
和
泉
式
部
集
全
釈
』（
東

宝
書
房
、一
九
五
九
年
／
新
装
版『
和
泉
式
部
集
全
釈 

正
集
篇
』笠
間
書
院
、

二
〇
一
二
年
）。
引
用
は
新
装
版
に
よ
る
。

（
４
） 『
公
卿
補
任
』
で
は
寛
弘
七
年
（
一
〇
一
〇
）
任
左
中
将
の
記
事
し
か
な
い
。
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な
お
検
索
に
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、槙
野
廣
造
氏
『
平

安
人
名
辞
典 

長
保
二
年
』（
高
科
書
店
、一
九
九
三
年
）、古
代
学
協
会
編『
平

安
時
代
史
事
典
』（
角
川
書
店
、一
九
九
四
年
／CD

―RO
M

版
二
〇
〇
六
年
）

等
を
参
照
し
た
。

（
５
） 「
か
む
な
月
」
は
、
こ
こ
で
は
「
神
の
月
」
の
意
か
。『
全
釈
』
は
「
み
ご

も
り
の
神
さ
ま
も
お
留
守
の
神
無
月
」
と
す
る
が
如
何
。

（
６
） 「
か
へ
さ
に
、と
の
の
た
づ
ぎ
み
」
は
底
本
「
か
つ
さ
こ
と
の
の
た
へ
き
み
」

と
あ
る
が
『
全
釈
』
に
従
う
。
な
お
「
た
づ
ぎ
み
」
は
藤
岡
忠
美
氏
（
13
）

の
論
文
以
来
の
説
。「
た
づ
」の
呼
称
は
、『
権
記
』長
徳
四
年
十
一
月
十
九
日
、

七
歳
で
童
殿
上
を
聴
さ
れ
た
記
事
（「
鶴
君
〔
田
ツ
※
割
注
〕」）、『
御
堂
関

白
記
』
長
保
元
年
七
月
二
十
七
日
、八
歳
で
清
水
寺
に
参
詣
し
た
記
事
（「
田

丸
」）
な
ど
に
見
え
る
。

（
７
） 

積
極
的
に
虚
構
と
見
る
立
場
も
あ
る
（
藤
川
晶
子
氏
「『
和
泉
式
部
集
』
Ｂ

歌
群
の
成
立
と
性
格
」『
王
朝
文
学
の
本
質
と
変
容

　
韻
文
編
』
和
泉
書
院
、

二
〇
〇
一
年
な
ど
）
が
、
和
泉
式
部
本
人
の
筆
で
あ
っ
て
も
よ
い
。

（
８
） 

清
水
文
雄
氏
校
注
の
岩
波
文
庫
『
和
泉
式
部
歌
集
』（
一
九
五
六
年
）
は
「
源

雅
通
か
」
と
し
て
い
た
が
、
改
版
さ
れ
た
『
和
泉
式
部
集 
和
泉
式
部
続
集
』

（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
三
年
）
に
は
「「
公
信
の
少
将
」
の
注
記
と
見
る
和

泉
式
部
集
全
釈
の
説
に
従
う
」
と
あ
り
、『
全
釈
』
以
降
は
反
論
が
な
い
よ

う
で
あ
る
。

（
９
） 『
御
堂
関
白
記
』『
小
右
記
』
に
よ
る
。『
職
事
補
任
』
は
長
保
五
年
正
月

十
六
日
と
す
る
。

（
10
）平
田
喜
信
氏「
和
泉
式
部
集
の
一
考
察
―
集
内
の
重
出
現
象
を
め
ぐ
っ
て
―
」

（『
和
歌
文
学
研
究
』
二
三
号
、
一
九
六
八
年
六
月
／
『
平
安
中
期
和
歌
考

論
』
新
典
社
、
一
九
九
三
年
）、
久
保
木
寿
子
氏
「
和
泉
式
部
正
集
の
形
成

に
関
す
る
考
察
」（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』別
冊
第
八
集
、

一
九
八
一
年
三
月
）
等
。

（
11
） 

清
水
文
雄
氏「
和
泉
式
部
正
集
の
成
立
」（『
国
文
学
』一
九
三
四
年
一
一
月
）、

「
和
泉
式
部
続
集
に
収
録
さ
れ
た
い
は
ゆ
る
『
帥
宮
挽
歌
群
』
に
つ
い
て
」

（『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
六
四
年
五
月
）
等
。（
８
）
の
岩
波
文
庫
や
『
校

訂
本
　
和
泉
式
部
集
（
正
・
続
）』（
笠
間
書
院
、
一
九
八
一
年
）
等
に
も

示
さ
れ
て
い
る
。

（
12
） 

久
保
木
氏
前
掲
論
文
。

（
13
） 

藤
岡
忠
美
氏
「
和
泉
式
部
集
の
成
立
」（『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
五
一

年
五
月
号
／
『
平
安
和
歌
史
論
―
三
代
集
時
代
の
基
調
―
』
桜
楓
社
、

一
九
六
六
年
）

（
あ
お
き

　
し
づ
こ
・
本
学
教
授
）


